
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

〃

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和５年１２月８日 第１２５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

美
作
市
立
大
原
病
院 

２ 

所
在
地 

美
作
市
古
町
一
七
七
九
―
九 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
六
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
八
年
十
二
月
五
日 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

医
療
法
人
行
堂
会 
長
野
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
社
市
金
井
戸
一
五
〇
―
一 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
八
月
一
日 

あ
い
の
倉
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
児
島
味
野
六
―
一
―
六 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局 

わ
け
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和
気
郡
和
気
町
泉
五
〇
―
五 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

あ
い
ら
薬
局
倉
敷
二
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
二
子
二
〇
三
―
一
八 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

リ
ー
ド
薬
局
倉
敷
ベ
ー
ス 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
宮
前
四
八
一
番
地
一 

グ
ラ
ン
パ
ス
二
一 

一
○
二
号 

 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

矢
掛
寄
島
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

矢
掛
寄
島
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 

 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
二
六
六
番

四
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
三
〇
一
番

一
地
先
ま
で 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
二
六
六
番

四
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
三
〇
一
番

一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

七
・
七
～ 

一
一
・
四 

七
・
九
～ 八

・
九 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
三
・
〇 

五
三
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
四
一
番

六
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
二
八
番

六
地
先
ま
で 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
四
一
番

六
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
二
八
番

六
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

一
二
・
〇
～ 

二
八
・
〇 

一
二
・
〇
～ 

二
七
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
二
・
〇 

三
二
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

   

県
道 

道
路
の
種
類 

矢
掛
寄
島
線 

路
線
名 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
四
一
番
六
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
鳥
越
五
二
二
八
番
六
地
先
ま
で 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
二
六
六
番
四
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
屋
中
五
三
〇
一
番
一
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
八
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

デ
ィ
オ
周
匝
店 

    
 

所
在
地 

赤
磐
市
周
匝
七
一
一
番
一 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

大
黒
天
物
産
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
九
七
番
地
一 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

大
賀 
昭
司 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
名
称 

ゴ
ダ
イ
ド
ラ
ッ
グ
周
匝
店 

（
変
更
後
）
名
称 

デ
ィ
オ
周
匝
店 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
名
称 

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

兵
庫
県
姫
路
市
綿
町
一
〇
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
二
Ｆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

浦
上 

晃
之 

 
 

 

（
変
更
後
）
名
称 

大
黒
天
物
産
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
九
七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

大
賀 

昭
司 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
十
二
月
八
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
八
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
南
区
箕
島
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
及
び

現
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日 

終

了

年

月

日 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
八
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

真
庭
市
富
尾
字
左
近
田
九
九
―
一
、
九
九
―
二
、
九
九
―
三
、
一
〇
〇
、
一
〇
一
―
一
、
一
〇
二

―
三
、
一
〇
二
―
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

長
野
県
上
田
市
大
字
古
里
二
〇
五
五
―
九 

ル
ー
ト
イ
ン
開
発
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

永
山 
勝
利 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
三
号 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
九
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
元
三
九
五
―
八
、
三
九
五
―
九
、
三
九
五
―
一
一
、
三
九
五
―
一
三
、
三

九
五
―
一
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
小
寺
一
九
五
四
メ
ゾ
ン
ヴ
ァ
ン
ト
ワ
ァ
Ａ
一
〇
二 

髙
家 

雄
也 

髙
家
今
日
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
〇
号 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
九
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
真
壁
字
八
神
四
〇
八
―
一
、
四
〇
八
―
四
、
四
〇
八
―
五
、
四
一
〇
―
八
、
四
一
一
―

七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
総
社
三
丁
目
三
―
七
―
一
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
東
宮
Ａ
二
〇
二 

宮
下 

達
矢 

宮
下
真
由
香 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
八
月
二
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
四
号 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号



〔
五
九
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
門
田
字
小
山
西
六
九
九
―
二
、
六
九
九
―
七
、
七
〇
五
―
一
、
七
〇
五
―
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
庄
一
一
九
一
―
一
チ
ア
フ
ル
・
ミ
サ
オ
二
〇
三
号 

福
元 

祐
輝 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
〇
号 

令和５年１２月８日　岡山県公報　第１２５５６号


